
新潟市動物愛護センターでは，「子猫預かりボランティア」を募集します。

新潟市

申し込み及びお問い合わせ先
新潟市動物愛護センター 〒950-0933 新潟市中央区清五郎343番地2
Tel : 025-288-0017 Mail : dobutsuaigo@city.niigata.lg.jp

募集

新潟市動物愛護センター
で保護された子猫を一時
的に自宅で育ててもらうこ
とで，子猫の譲渡を進め，
殺処分削減を目指します。

mailto:dobutsuaigo@city.niigata.lg.jp


1日3～6回の給餌・授乳，トイレ・ケージの清掃，健康観察，
子猫とのふれあい（疲れない程度に遊んであげて下さい）

どんなお世話をするの？

どんな子猫を預かるの？

ボランティア登録までの流れ

 市内在住で，子猫の飼育が可能な住居にお住まいの方
 自家用車で子猫の送迎が可能な方
 子猫を適正に飼育できる環境であり，家族全員が飼うことに同意している方
 既に猫やその他の動物を飼育している方については，

動物関連の法律を遵守し，適正な飼育をされている方
 事前に行う説明会及び個人面談に参加し,家庭訪問を承諾していただける方

申し込み及びお問い合わせ先
新潟市動物愛護センター 〒950-0933 新潟市中央区清五郎343番地2）
Tel : 025-288-0017 （平日午前8:30～午後5:30）
Mail : dobutsuaigo@city.niigata.lg.jp

活動内容Q＆A

子猫を預かるための主な条件

新潟市動物愛護センターに収容された8週齢以下の子猫です。
原則として同腹子の1～3匹を一緒に預かっていただきます。

預かる期間は？ 体調を崩さずにドライフードを食べられる（概ね2カ月齢）までです。
終了後はセンターで健康診断を受けて，譲渡会に参加します。

必要な物はあります？
お預けする猫の性格等に応じてご説明します。センターからは
ケージ，ミルク等のフード，食器，体重計をお貸しします。
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動物愛護センター、区役所区民生活課、中央区役所窓口サービス課で募集用紙を入手
新潟市のホームページから募集用紙をダウンロード

応募用紙を記入し，動物愛護センター（下記）に郵送又は持参

動物愛護センターから説明会等の期日の連絡を受ける

説明会及び個別面談に参加し，詳しい活動内容を確認

家庭訪問を経たのち，ボランティア登録完了
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